
福　

祉　

課�

☎
８
９-

３
３
３
５

○
文
化
講
演

　

人
生
を
生
き
活
か
す

�

講
師　
Ｊ
Ｃ
．
セ
ピ
ア
会
理
事
長　

赤
沢
洋
子
氏

○
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

　
三
蔵
法
師　

西
遊
記

　
　

 

・ 

セ
ピ
ア
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
ア

カ
デ
ミ
ー
劇
団　

て
ん
と

う
む
し

・
と　

き　

８
月
�3
日
（
日
）

�

14
時
30
分
～
（
開
場　

14
時
）

・
と
こ
ろ　

さ
ん
わ
総
合
セ
ン
タ
ー
内

�

や
ま
な
み
文
化
ホ
ー
ル

・
主　

催　

�

神
石
高
原
町・神
石
高
原
町
教
育
委
員
会・

青
少
年
育
成
神
石
高
原
町
民
会
議

・
入
場
料　

無
料

　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

を
通
し
て
「
仲
間
の
大
切
さ
」「
自
分
自
身
へ
の
気
づ

き
」「
生
き
る
と
は
」に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼ 

文
化
講
演
＆
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
開
催
し
ま
す
！

住　

民　

課�
☎
８
９-

３
３
３
４

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
住
民

課
税
務
係
ま
た
は
各
支
所
町
民
課
町
民
係
ま
で

ご
報
告
く
だ
さ
い
。

○
新
築
・
増
築
さ
れ
た
場
合

　

家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
場
合
、
次
年

度
か
ら
そ
の
家
屋
に
対
し
て
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。
課
税
す
る
に
あ
た
っ
て
、

家
屋
調
査
を
実
施
し
評
価
額
を
算
定
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
取
り
壊
し
を
さ
れ
た
場
合

　

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
に
存
在
す
る
も
の
に
対
し
て
、

課
税
さ
れ
ま
す
。
年
の
途
中
で
取
り
壊
し
等

を
さ
れ
た
場
合
は
、「
家
屋
滅
失
届
」
を
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

○�

未
登
記（
未
登
録
）家
屋
の
所
有
権
を
変
更
さ

れ
た
場
合

　

相
続
や
売
買
、
贈
与
等
に
伴
い
、
所
有

者
が
変
わ
っ
た
場
合

は
、「
未
登
録
家
屋

名
義
変
更
届
」
を
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

▼ 

家
屋
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て

○
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
と
は

　

�

母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
生
活
の
安
定
と
、
そ
の
児

童
（
子
）
の
福
祉
を
図
る
た
め
に
、
各
種
資
金
の

貸
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
貸
付
け
を
受
け
ら
れ
る
方
は

１�

．
母
子
家
庭
の
母
（
配
偶
者
の
な
い
女
性
で
現
に

�0
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
）

２�

．
寡
婦（
か
つ
て
母
子
家
庭
の
母
で
あ
っ
た
方
で
、

子
ど
も
が
成
人
し
た
後
も
な
お
、
現
在
、
配
偶
者

の
い
な
い
方
）

３�

．
母
子
家
庭
の
母
、
寡
婦
以
外
の
方
で
貸
付
け
の

対
象
と
な
る
方

　

⑴
�0
歳
未
満
の
父
母
の
な
い
児
童

　

⑵
母
子
家
庭
の
母
が
扶
養
し
て
い
る
児
童

　

⑶�

子
供
が
成
人
し
て
か
ら
後
に
夫
と
死
別
や
離
婚

な
ど
を
し
た
、
40
歳
以
上
の
女
子
の
方
で
、
現

在
配
偶
者
の
な
い
状
態
に
あ
る
方

　

⑷�

子
供
を
持
っ
た
こ
と
が
な
く
、
夫
と
死
別
や
離

婚
な
ど
を
し
た
、
40
歳
以
上
の
女
子
の
方
で
、

現
在
配
偶
者
の
な
い
状
態
に
あ
る
方

○
貸
付
金
の
種
類

　

�

事
業
開
始
資
金
・
事
業
継
続
資
金
・
修
学
資
金
・

技
能
習
得
資
金
・
修
業
資
金
・
就
職
支
度
資
金
・

医
療
介
護
資
金
・
生
活
資
金
・
住
宅
資
金
・
転
宅

資
金
・
就
学
支
度
資
金
・
結
婚
資
金

○
貸
付
け
に
つ
い
て
の
相
談
窓
口

　

�

貸
付
け
に
つ
い
て
の
相
談
は
、
本
庁
福
祉
課
ま
た

は
支
所
町
民
課
、
県
厚
生
環
境
事
務
所
（
支
所
）

ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼ 

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
を
希
望
さ
れ
る
方
へ

選
挙
管
理
委
員
会�

☎
８
９-

３
３
３
０

　

今
年
は
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
、

広
島
県
知
事
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
明

る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

●�

政
治
家
（
議
員
等
）
は
有
権
者
に

寄
附
を
贈
ら
な
い
！

●�

有
権
者
は
政
治
家
（
議
員
等
）
に

寄
附
を
求
め
な
い
！

●�

政
治
家
（
議
員
等
）
か
ら
有
権
者

へ
の
寄
附
は
受
け
取
ら
な
い
！

▼ 
み
ん
な
で
徹
底
し
よ
う
「
三
な
い
運
動
」

○�

政
治
家
（
議

員
等
）
が
選

挙
区
内
の
人

に
お
金
や
物

を
贈
る
こ
と
（
会
費
な
ど
を
、
他

の
住
民
よ
り
も
多
く
支
払
う
こ
と

な
ど
も
含
み
ま
す
）
は
、
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

○�

違
反
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
、
公
民
権

停
止
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

 
神
石
高
原
町
選
挙
管
理
委
員
会

 
神
石
高
原
町
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会

企
画
財
政
課�
☎
８
９-

３
３
３
２

　

公
開
審
査
会
で
は
、
書
類
審
査
で

選
考
さ
れ
た
申
請
団
体
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
（
企
画
内
容
の
発
表
）

に
よ
り
、
審
査
会
委
員
が
審
査
・
選

考
を
行
い
、
交
付
団
体
を
決
定
し
ま

す
。

　

成
果
発
表
会
で
は
、
前
年
度
に
採

択
さ
れ
、事
業
を
行
っ
た
団
体
か
ら
、

実
施
内
容
及
び
成
果
の
発
表
が
行
わ

れ
ま
す
。

▼ 

平
成
21
年
度
ふ
る
さ
と
ふ
れ
あ
い
事
業（
ま
ち
づ
く
り
助
成
事
業
）

公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査
会
及
び
平
成
20
年
度
助
成
事

業
成
果
発
表
会
開
催

日　

時
：
７
月
��
日
（
水
）

�

午
後
１
時
30
分
～
午
後
５
時

場　

所
：
三
和
公
民
館
大
集
会
室

　

※�

発
表
を
行
っ
て
い
た
だ
く
順
番
は
、
事

前
に
各
団
体
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

審
査
会
委
員

　

�

町
長
が
任
命
し
た
５
名
の
委
員
で

構
成
し
て
い
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　

企
画
財
政
課
企
画
財
政
係

保　

健　

課�

☎
８
９-

３
３
６
６

　

が
ん
検
診
受
診
率
を
上
げ
る
こ
と

を
目
標
に
、
一
定
の
年
齢
の
人
に
、

子
宮
頸
が
ん
及
び
乳
が
ん
に
関
す
る

「
検
診
手
帳
」と「
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
」

を
送
付
し
、
女
性
特
有
の
が
ん
検
診

の
補
助
を
行
う
こ
と
が
、
平
成
�1
年

度
国
の
補
正
予
算
に
よ
っ
て
決
ま
り

ま
し
た
。

①�

対
象
年
齢
は
下
の
表
の
と
お
り
で

す
。（
平
成
�1
年
６
月
30
日
現
在
）

②�

「
検
診
手
帳
」「
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
」

「
検
診
案
内
」
は
８
月
に
対
象
者

全
員
に
送
付
し
、
申
請
は
９
月
か

ら
３
月
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

③�

そ
れ
ま
で
に
、
医
療
機
関
等
で
検

診
を
受
診
さ
れ
た
人
は
自
己
負
担

金
を
お
返
し
し
ま
す
の
で
、
領
収

書
（
子
宮
頸
が
ん
検
診
・
乳
が
ん

検
診
を
受
け
た
こ
と
が
分
か
る
も

の
）
と
結
果
表
を
な
く
さ
な
い
よ

う
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

④�

町
の
総
合
健
診
を
受
診
さ
れ
た
人

で
自
己
負
担
を
支
払
わ
れ
た
方

は
、
別
に
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

▼ 

乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
の

　

自
己
負
担
を
補
助
し
ま
す

 

（
平
成
21
年
度
）

子宮頸がん

年  齢 生年月日

20 歳 昭和 63 年４月２日～平成元年４月１日

25 歳 昭和 58 年４月２日～昭和 59 年４月１日

30 歳 昭和 53 年４月２日～昭和 54 年４月１日

35 歳 昭和 48 年４月２日～昭和 49 年４月１日

40 歳 昭和 43 年４月２日～昭和 44 年４月１日

乳がん

年  齢 生年月日

40 歳 昭和 43 年４月２日～昭和 44 年４月１日

45 歳 昭和 38 年４月２日～昭和 39 年４月１日

50 歳 昭和 33 年４月２日～昭和 34 年４月１日

55 歳 昭和 28 年４月２日～昭和 29 年４月１日

60 歳 昭和 23 年４月２日～昭和 24 年４月１日
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